
　

平成24年　宮城県内における死亡災害発生の概要

＝東日本大震災復旧作業

発 生 年 月 事故の型 業種

平成24年1月 激突され
木造家屋建
築工事業
（3-2-2）

午前11時頃
その他の建
設用機械

1～9

平成24年1月 その他
その他の教
育研究業
（12-1-9）

午前8時頃 起因物なし 300～

平成24年3月 その他
木造家屋建
築工事業
（3-2-2）

午前６時頃 起因物なし 10～29

平成24年3月 墜落・転落
木造家屋建
築工事業
（3-2-2）

午後3時頃 屋根 1～9

平成24年3月
有害物との
接触

その他の清
掃・と畜業
（15-1-9）

午後3時頃 異常環境等 10～29

平成24年5月 その他
一般貨物自
動車運送業
（4-3-1）

午前8時頃 起因物なし 50～99

平成24年6月 交通事故
自動車整備
業（1-17-
1）

午前11時頃 乗物 1～9

平成24年7月
はさまれ・
巻き込まれ

道路建設工
事業（3-1-
6）

午前8時頃
その他の建
設用機械

1～9

平成24年7月
高温・低温
物との接触

その他の土
木工事業
（3-1-99）

午前10時頃
高温・低温
環境

1～9

平成24年7月
高温・低温
物との接触

鉄骨・鉄筋コン
クリート造家屋
建築工事業（3-

2-1）

午後2時頃
高温・低温
環境

1～9

公開用

　震災で痛んだ木造平屋の屋根葺き替え工事において、既存の瓦を撤去し、野地
板にアスファルトルーフィングを敷いている作業中に屋根の端から約４ｍ下の道
路に墜落した。当時足場等の墜落防止措置もなく、強風警報が発令されていた。
（災害復旧）

　下水道管の止水栓を開けるためマンホールの蓋を開けて中に入り、止水栓を開
けたところ意識不明となり、後日死亡した。硫化水素中毒と思われる。（災害復
旧）

　勤務中に脳心臓疾患を発症し倒れたもの（業務上認定）。
　長時間労働等の過重な業務に従事していた。

　アスファルト切削機を自走して移動中、交差点で左折させ、道路センター側へ
寄せるために右側と架空線に注意しながら約１５ｍ徐行させたところ、左前輪で
被災者を轢いたもの。（災害復旧）

　被災者は工事現場で土間の配筋作業中、暑さを訴え、飲み物の自動販売機に向
かって歩いていたところ倒れたもの。（熱中症）

　被災者は、出勤後社有車を運転し出掛けたところ、橋脚に激突し、車内で死亡
しているところを発見された。

労働者数

平成２５年３月３１日現在（確定）

時 間 帯 起因物

3

4

1

8

番
号

5

6

2

災害の概要

　自治体発注の震災家屋解体工事現場において、バケットをグラップルに変えた
油圧ショベルを移動させるため、高さ約２ｍのがれきの山（角度約24度）を走行
しながら旋回していたところ、約４ｍ走行したところで転倒し、付近で他作業を
していた被災者の頭部にアーム部分が激突したもの。（災害復旧）

　自殺（業務上認定）。
　仕事量増大によるストレス等が蓄積されていた。

　通勤途中で脳心臓疾患を発症し倒れたもの（業務上認定）。
　震災後，業務が激増し，過重労働等による疲労が蓄積されていた。

9
　ブロック積み工事現場で午前の休憩後具合が悪くなり、午後４時頃に帰宅した
が途中で意識を失い、救急車で病院に搬送したが、翌日死亡したもの。（熱中
症）

7

10
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平成24年　宮城県内における死亡災害発生の概要

発 生 年 月 事故の型 業種

労働者数時 間 帯 起因物

番
号

災害の概要

平成24年8月 その他
その他の小
売業（8-2-
9）

午前0時頃 起因物なし 10～29

平成24年9月 爆発
その他の製
造業（1-
17-9）

午前9時頃
可燃性のガ

ス
10～29

平成24年9月 その他
一般飲食店
（14-2-1）

午後0時頃 起因物なし 10～29

平成24年10月 墜落・転落
電子機器用・通
信機器用部品製
造業（1-14-3）

午前10時頃
階段、さん

橋
100～299

平成24年11月
はさまれ・
巻き込まれ

道路建設工
事業（3-1-
6）

午前10時頃 動力運搬機 30～49

平成24年11月 墜落・転落
木造家屋建
築工事業
（3-2-2）

午前11時頃
仮設物建築
物等

10～29

平成24年12月
はさまれ・
巻き込まれ

その他の土
木工事業
（3-1-99）

1時33分
その他の建
設用機械

10～29

平成24年12月 交通事故
通信業

（11-1-1）

13時頃 乗物 300～

　廃棄目的で回収してきた東日本大震災で被災した車両の燃料タンク（ガスタン
ク）をベビーサンダーにて切断中、燃料タンクが爆発し、切断をしていた労働者
が爆発により吹き飛ばされ被災したもの。

　自殺（業務上認定）。
　長時間労働等の過重な業務に従事していた。

12

11

13

14 　２階の作業場へ向かう途中、階段から墜落したもの。

18
　優先道路をバイクで走行中、交差点で加害車両が一時停止せずに走行して衝突
したもの。

17

　自動車道の草刈り及び剪定作業中、被災者が草木の集積作業をしていたとこ
ろ、パッカー車の運転手が被災者に気付かず前進させ、被災者がパッカー車に轢
かれた。

　木造住宅建築工事において、建方作業を行っている際に1階天井部の梁上から1
階土間に墜落した。

　非開削工法による水路新設工事において、推進機械が動かなくなったため、手
堀掘削に変えようと推進機械を引き抜く作業をしていたところ、引っ張っていた
推進機械が急に飛び出してきて、エレメントとの間に挟まれたもの。

15

16

　通勤途上，脳心臓疾患を発症し倒れたもの（業務上認定）。
　長時間労働等の過重な業務に従事していた。
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